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              電話交換機点検仕様書 

 

１．総則 

  電話交換機点検に関し、その適正を期するために必要な事項を定める。 

 

２．対象機器 

1.電子交換機 

    2.多機能電話機  

  3.一般電話機  

  4.可視可聴表示 

  5.課金装置 

 

３．業務内容       

  ・予防保全としての試験、点検、調査並びに清掃 

・事後保全としての故障時緊急対応 

・保全管理としての障害状況の把握並びに対策の実施 

・運用状況の管理 

 

４．業務実績の確認 

  報告書を提出すること。別途修理を必要とする箇所を発見した際は、直ちに 

報告し協議すること。 

 

 

 


